
令和３年１２月に公布した条例  

条例番号 条例名 制定改廃等の理由及び概要 所管課名 

第４０号 伊 勢 崎 市 部 設 置

条 例 等 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

機構改正を実施することに伴い、改正の

必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市部設置条例の一

部改正）  

ア  交通政策課において分掌している事

務を環境部から都市計画部に移管する

もの  

イ  環境保全課において分掌している空

家対策に関する事務を住宅政策として

住宅課に移管するもの  

⑵  第２条関係（伊勢崎市環境審議会条例

の一部改正）  

環境保全課において分掌している事務

の一部を環境政策課に移管するもの  

⑶  第３条関係（伊勢崎市が設置する一般

廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例の一部

改正）  

  環境部に資源循環課を新設し、環境政

策課において分掌している事務の一部を

移管するもの  

事 務 管 理

課 

第４１号 伊 勢 崎 市 職 員 定

数 条 例 の 一 部 を

改正する条例 

【理由】  

消防体制の充実及び強化を図ることに伴

い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

消防職員の定数を２６０人から２８３人

事 務 管 理

課 



に改めるもの  

第４２号 伊 勢 崎 市 会 計 年

度 任 用 職 員 の 給

与 及 び 費 用 弁 償

に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る

条例 

【理由】  

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正に準じ、改正の必要を認めた

もの  

【概要】  

令和４年６月以降に支給する期末手当の

支給月数を年間０．１５月分引き下げるも

の  

職員課 

第４３号 伊 勢 崎 市 国 民 健

康 保 険 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条

例 

【理由】 

出産育児一時金の見直しに伴い、改正の

必要を認めたもの  

【概要】  

出産育児一時金の額を改めるもの  

国 民 健 康

保険課 

第４４号 伊 勢 崎 市 こ ど も

発 達 支 援 セ ン タ

ー 条 例 の 一 部 を

改正する条例 

 

【理由】 

 伊勢崎市こども発達支援センターの管理

運営を見直すことに伴い、改正の必要を認

めたもの  

【概要】  

伊勢崎市こども発達支援センターを直営

として実施することを可能とするもの  

子 育 て 支

援課  

 

第４５号 伊 勢 崎 市 地 区 計

画 区 域 内 建 築 物

の 制 限 に 関 す る

条 例 及 び 伊 勢 崎

市 特 別 業 務 地 区

内 の 建 築 物 等 の

制 限 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正

する条例 

【理由】 

伊勢崎都市計画地区計画の変更に伴い、

改正の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市地区計画区域内

建築物の制限に関する条例の一部改正）  

伊 勢 崎 駅 周 辺 地 区 の 地 区 計 画 に お い

て、新たに地区整備計画を定めるととも

に、当該地区全域に特定の風俗営業等の

都 市 計 画

課 



 用に供する建築物に関する制限を加える

もの  

⑵  第２条関係（伊勢崎市特別業務地区内

の建築物等の制限に関する条例の一部改

正）  

  伊勢崎駅周辺地区の第２種地区及び第

３種地区における特別業務地区に係る建

築物等に関する制限を廃止するもの  

第４６号 伊 勢 崎 市 都 市 計

画 法 に 基 づ く 開

発 許 可 等 の 基 準

に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る

条例 

【理由】 

都市再生特別措置法等の一部を改正する

法律による都市計画法の一部改正及び都市

再生特別措置法施行令及び都市計画法施行

令の一部を改正する政令による都市計画法

施行令の一部改正に伴い、改正の必要を認

めたもの  

【概要】  

条例に規定する市街化調整区域において

開発許可等をすることができる区域から災

害の危険性の高い区域を除外するもの  

建 築 指 導

課 

 


